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秋田県では海岸保全基本計画の変更に向け、秋田沿岸検討委員会（以下、検討会）を設立し、気候変動を踏まえた海
岸保全基本計画の変更について検討する。

■秋田沿岸海岸保全基本計画変更の流れ

秋田沿岸検討委員会について 2

1. 現況整理

・現行の計画外力及び防
護水準の整理

・現時点の潮位・波浪の
変化傾向等の整理

2. 気候変動を踏まえた計
画外力の設定方法の検討

■基準潮位
・気候変動による平均海面

上昇量の設定

■高潮・高波
・高潮・高波外力の将来予

測手法の検討

■津波
・津波高に対する気候変動

の影響の評価方法の検討

第１回検討委員会（令和6.10.11 開催）

3. 気候変動を踏まえた計画外力の検討

■高潮・高波
・波浪・高潮シミュレーションによる沖波波高・周期／

潮位偏差の増大量の推定

■津波
・気候変動時の津波高の推算

第２回検討委員会（令和7.1.28 開催）

4. 防護水準の検討

■高潮・高波
・気候変動を考慮した計画高潮位・設計波の設定

■津波
・気候変動を考慮した設計津波高の設定

■計画天端高の設定
・各施設の整備に関する事項（天端高、余裕高等）

の設定

第４回検討委員会（令和7.8.20 開催）

令和6年度 令和7年度

第５回検討委員会（令和7.12.25 開催）

5.基本計画変更内容の検討

■海岸保全基本計画
・計画書本文／整備計画図の追記・修正

・秋田沿岸 海岸保全基本計画（素案）の確認

パブリックコメント／意見照会

秋田沿岸 海岸保全基本計画の変更

令和7年度 目標

今 回



１．前回の検討委員会について
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鳥海由利
新屋
・
下浜

秋田港
(南)

天王～
秋田港
(北)

脇本漁港
～

脇本船越
船川港

加茂青砂
～
台島

戸賀
北浦
～

畠漁港
能代八森項目

2.732.232.582.48
計画

高潮位
(T.P.+m)

14.012.612.813.313.08.110.314.113.78.313.812.4
沖波
波高
(m)

15.514.614.515.015.215.114.315.115.315.415.415.3
沖波
周期
(sec)

5.5
(高潮)

5.5
(高潮)

5.5
(高潮)

6.0
(高潮)

5.5～6.0
(高潮)

5.5
(高潮)

4.5～6.0
(津波)

5.5
(高潮)

4.0
(高潮)

5.5
(高潮)

5.5～6.8
(高潮)

5.5
(高潮)

現行計画
天端高
(T.P.+m)

6.96.96.96.96.95.76.36.96.66.86.66.8
打
上
高

算
定
天
端
高

6.56.36.56.56.65.86.56.56.76.66.66.6
越
波

6.9
(打上高)

6.9
(打上高)

6.9
(打上高)

6.9
(打上高)

6.9
(打上高)

5.8
(越波)

6.5
(越波)

6.9
(打上高)

6.7
(越波)

6.8
(打上高)

6.6
(打上高)

6.8
(打上高)

決
定

7.0
計画

天端高
(T.P.+m)

■指摘と回答・対応

第４回検討委員会について 4

備 考回 答・対 応指 摘

・秋田港：1991年～2021年
・秋田県沖：2011年～2020年

説明資料内の「秋田県沖」と「秋田港」の観測
期間が逆であった。修正する。

NOWPHAS「秋田県沖」の観測期間の確認

・誤) 7.8s ⇒ 正) 15.1s
確認の結果、特異値であった。修正する。
全海岸で再度確認し、その他は変更なし。

「脇本漁港～脇本船越港海岸」の沖波周期
の確認

・表1-2の通り

算定天端高は両方比較して高い値を決定するこ
ととする。確認の結果、数値を見直した箇所は6
地区海岸あったが、目標値である計画天端高
T.P.+7.0mは変わらない。

「越波流量」と「波の打上げ高」の両方か
ら算定天端高を確認

観測値 (NOWPHAS)沿岸域

11.3m (秋田県沖)
2011～2020年最大値

秋田北沿岸

12.3m (秋田港)
1991～2021年最大値

秋田南沿岸

第4回検討委員会での指摘事項を確認し、回答と対応方針を示した。

表1-2 計画天端高算定結果一覧表表1-1 NOWPHAS観測値

秋田県沖

秋田港

：NOWPHAS



２．海岸保全基本計画の概要
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国（主務大臣）が共通の理念となる「海岸保全基本方針」を定め、これに沿って都道府県知事が「海岸保全基本計画」
を策定することが義務づけられている。

■海岸保全基本計画策定について

海岸保全基本計画の概要 6

■海岸法抜粋

(海岸保全基本方針)
第二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以
下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。

(海岸保全基本計画)
第二条の三 都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸
の保全に関する基本計画(以下「海岸保全基本計画」という。)を定めなければならない。
２ 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ海岸に
関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
３ 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び関係海岸管理者の意
見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、海岸保全基本計画のうち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令で定めるものについては、
関係海岸管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
５ 関係海岸管理者は、前項の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ公聴会の開
催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
６ 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなけ
ればならない。
７ 第二項から前項までの規定は、海岸保全基本計画の変更について準用する。
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海岸保全基本計画の概要

■気候変動を踏まえた海岸保全基本計画変更までの流れ

令和2年7月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」の提言において、今後の海岸保全対策は、過去
のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換する方針が示された。

令和3年7月に海岸保全施設の技術上の基準を定める省令が一部改正されるとともに、令和3年8月には気候変動の
影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等に関する技術的な助言や参考資料等が国から発出された。

出典：気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】，R2,7 出典：気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の
計画外力の設定方法等について，R3.8

7

第1回検討委員会資料再掲
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海岸保全基本計画の概要

■気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の見直しの方向性

海岸保全基本方針の変更に伴い、気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言や海岸保全施設の計画外力の設定方
法の通知を参考に、これらの内容を海岸保全基本計画に反映する。

【秋田沿岸海岸保全基本計画 目次 （平成28年2月）】

・はじめに

・第1章 海岸の保全に関する基本的な事項

1.海岸の現況及び保全の方向に関する事項

2.海岸の防護に関する事項

3.海岸環境の整備及び保全に関する事項

4.海岸における公衆の適正な利用に関する事項

5.その他の重要事項

・第2章 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

1.海岸保全施設を整備しようとする区域

2.海岸保全施設の種類、規模、配置など

3.海岸保全施設による受益の地域及びその状況

・第3章 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

1.海岸保全施設の存する区域

2.海岸保全施設の種類、規模、配置など

3.海岸保全施設の維持又は修繕の方法

【気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言（R2.7.8）】

■ 将来の気候変動に伴う海面上昇等を考慮した海岸保全への転換

■ パリ協定の目標と整合するRCP2.6(2℃上昇に相当)を前提に、影

響予測を海岸保全の方針や計画に反映し、整備等を推進

＜気候変動による影響評価(朔望平均満潮位、潮位、波浪、津波)＞

■ 2100年に1m程度上昇する悲観的予測RCP8.5(4℃上昇に相当)も

考慮し、これに適応できる海岸保全技術の開発を推進、社会全体

で取り組む体制を構築

【気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等
について（国通知，R3.8.2）】

■ 設計潮位及び設計波は、2℃上昇の平均的な値を前提とすること

を基本とし、4℃上昇も参考として活用するよう努める。

■ 海岸管理者が気候変動予測の不確実性や施設整備の効率性等

に留意したうえで必要と認められる値等を決定することを基本とす

る。

■ 土地利用やまちづくり等の都市計画との調整等のソフト面の対策

も組み合わせた広域的・総合的な対策を長期的な視点からも検討

する。

■ 堤防等の設計において津波を対象とする場合も平均海面水位の

上昇を考慮する。

反映

8
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■「海岸保全基本計画」に定める基本的な事項

海岸保全基本計画の概要 9

（1）海岸の保全に関する基本的な事項

① 海岸の現況及び保全の方向に関する事項

② 海岸の防護に関する事項

③ 海岸環境の整備及び保全に関する事項

④ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

（2）海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

① 海岸保全施設の新設又は改良に関する事項

イ 海 岸 保 全 施 設 を 新 設 又 は 改 良 し よ う と す る 区 域

ロ 海 岸 保 全 施 設 の 種 類 、 規 模 及 び 配 置

ハ 海 岸 保 全 施 設 に よ る 受 益 の 地 域 及 び そ の 状 況

② 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

イ 海 岸 保 全 施 設 の 存 す る 区 域

ロ 海 岸 保 全 施 設 の 種 類 、 規 模 及 び 配 置

ハ 海 岸 保 全 施 設 の 維 持 又 は 修 繕 の 方 法

＜「海岸保全基本方針」より抜粋＞ （1）海岸の防護に関する事項
我が国は、津波、高潮、波浪等による災害や海岸侵

食等の脅威にさらされており、海岸はこれらの災害か
ら背後の人命や財産を防護する役割を担っている。こ
のため、各々の海岸において、気象、海象、地形等の
自然条件及び過去の災害発生の状況を分析するとと
もに、気候変動の影響による外力の長期変化量を適
切に推算し、背後地の人口・資産の集積状況や土地
利用の状況等を勘案して、所要の安全を適切に確保
する防護水準を定める。

（1）海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な
事項

①安全な海岸の整備
現在、防護が必要な海岸のうち、所要の機能を確保

した海岸保全施設の整備は未だ十分でなく、高潮、波
浪等による被害は依然として多い。また、大規模地震
の発生に伴う津波による災害への懸念も大きい。さら
に、今後は、気候変動の影響による平均海面水位の
上昇などの外力の長期変化にも対応していく必要があ
る。

このため、今後とも防護の必要な海岸において施設
の計画的な整備を進める。

「海岸保全基本方針」では、海岸保全基本計画に定めるべき事項が示されている。

海岸の防護に関する事項として、気候変動に対応した計画とする旨が追記された。

＜「海岸保全基本方針」より抜粋＞



３．秋田沿岸海岸保全基本計画の変更概要
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秋田県は、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和2年）および「海岸保全基本方針」の変更を踏まえ、
「秋田沿岸海岸保全基本計画」を、以下の点について変更した。

■主な変更内容

秋田沿岸海岸保全基本計画の変更概要 11

①気候変動の影響を考慮した防護水準の変更

②新たな防護水準に対応した整備方針の見直し

③時点更新



４．今後の予定
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■スケジュール（案）

今後の予定 13

内容時期

・気候変動を考慮した海面水位上昇量の設定
・将来的に予測される高潮・波浪の推算
・気候変動を考慮した設計津波水位の推算

第１回検討委員会
(10月11日実施)

R6年度

・算出した推算結果
第２回検討委員会
(1月28日実施)

・高潮波浪・津波による施設必要天端高の算出結果
・将来計画天端高の設定案

第４回検討委員会
(8月20日実施)

R7年度

・気候変動を考慮した施設天端高の記載
・秋田沿岸海岸保全基本計画（案）

第５回検討委員会
(12月25日実施)

・基本計画変更内容に対する関係住民の意見聴取・反映
パブリックコメント
（1月中旬～2月中旬予定）

・「秋田沿岸海岸保全基本計画」公表
海岸保全基本計画公表
（3月予定）



■海岸保全基本計画策定手続きについて

【参考】海岸保全基本計画の概要 14

学識経験者、関係市町、関係海岸管理者の意見を聴取する

関係住民の意見を反映させるための措置を講ずる（パブリックコメント）

【知 事】
秋田沿岸海岸保全

基本計画
（防護、環境、利用の

基本的事項）

【国(主務大臣)】
海岸保全基本方針

【学識経験者】
【関係市町村】

【関係海岸管理者】
検討委員会

総合的な海岸管理の実施

【関係住民】
パブリックコメント

海岸法第２条の３第５項 海岸法第２条の３第２項、第３項海岸法第２条の３第１項

海岸法第２条の２第１項



【海岸保全基本方針】

海岸法改正（平成11年）に伴い、「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針」の策定が義務化

⇒平成12年5月 海岸保全基本方針 策定

平成27年2月 海岸法改正（平成26年）を踏まえ、変更

令和2年11月 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和2年）を踏まえ、変更

■海岸保全基本方針の変更概要について

【参考】海岸保全基本方針の主な変更 15

平成12年5月
海岸保全基本方針策定

• 防護・環境・利用の
調和のとれた総合
的な海岸管理の基
本方針

平成27年2月
海岸保全基本方針変更

• 津波（L1、L2津波）
に対する防護

• 海岸保全施設の維
持・修繕基準の策
定（予防保全型の
維持管理）

令和2年11月
海岸保全基本方針変更

• 気候変動の影響に
よる外力の長期変
化量の推算

• 気候変動の影響を
考慮した防護水準
の設定平
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